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Ⅳ 郵便局の設置状況等
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日本郵便株式会社法(平成17年 法律第100号)(最終改正：平成24年 法律第30号)

(郵便局の設置)
第六条 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなけ
ればならない。

２ (略)

日本郵便株式会社法施行規則(平成19年 総務省令第37号)(最終改正：平成26年 総務省令第36号)

(郵便局の設置基準等) 
第四条 法第六条第一項の規定に基づく郵便局の設置については、会社は、いずれの市町村(特別区を含む。)にお
いても、一以上の郵便局を設置しなければならないものとする。ただし、郵便窓口業務及び保険窓口業務を行う会
社の営業所(関連銀行の営業所が併設されている場合に限る。)が当該市町村(特別区を含む。)において一以上設
置されている場合又は郵便窓口業務及び銀行窓口業務を行う会社の営業所(関連保険会社の営業所が併設されて
いる場合に限る。)が当該市町村(特別区を含む。)において一以上設置されている場合その他の合理的な理由があ
ると総務大臣が認める場合は、この限りでない。

２ 前項の基準によるほか、会社は、次に掲げる基準により、郵便局を設置しなければならない。
一 地域住民の需要に適切に対応することができるよう設置されていること。
二 交通、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に設置されていること。
三 過疎地においては、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の際現
に存する郵便局ネットワークの水準を維持することを旨とすること。

３ 前二項の規定によるほか、会社は、会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務又は保険
窓口業務を行わないものを郵便局に準ずるものとして前項に掲げる基準により設置しなければならない。
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１ 郵便局の設置基準
○ 郵便局等の設置に関しては、ユニバーサルサービスを着実に提供できるよう、日本郵便株式
会社法及び施行規則の定めるところに基づき、過疎地については、郵便局ネットワークの水準
を維持することとしている。
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Ⅴ 郵便局店舗の最適配置のための取組
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Ⅵ 簡易郵便局に対する取組
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